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先進技術の点検整備に必要な３要素

○ 自動ブレーキ等の先進技術は、電子的に制御されているため、認証工場が一般的に有する設備や
知識・技能のみでは故障の箇所や内容を特定できず、適切に整備できない。

○ 先進技術の点検整備のためには、①自動車メーカーが定める「整備マニュアル」、②外部から電子
制御の状態を読み取るための「スキャンツール」、③整備要領書を理解してスキャンツールを使いこ
なす自動車整備士が必要。

○ 自動車メーカーは、系列ディーラーに「整備マニュアル」と「スキャンツール」を販売するとともに、
自動車整備士に対する研修を行い、先進技術の整備を行う体制を整備。
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「整備マニュアル」と「純正スキャンツール」の提供義務

※１ 自動車メーカーが専業工場等に「純正スキャンツール」を提供する場合、リコール等の一部機能を制限する。これらの機能を制限された
スキャンツールを「専用スキャンツール」と称するが、 本資料では、特に断りのない限り、純正スキャンツールと区別しない。

※２ 少数生産車であること等により提供を受ける者が限定される場合等は、この限りでない。

○ 令和元年の道路運送車両法改正により、自動車製作者等（自動車メーカー、正規輸入代理店）は、
自動車特定整備事業者（認証工場）等に対し、「整備マニュアル」及び「純正スキャンツール」※１を
提供することが義務付けられた。

○ この提供については、省令（自動車点検基準）において、以下の点が規定されている。

・ 自動車特定整備事業者等が容易に入手できる方法により行うこと※２

・ 有償提供も可であるが、その金額は合理的かつ妥当で、不当に差別的でないこと
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自動車特定
整備事業者
（認証工場）
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不当に差別的でない金額

道路運送車両法第57条の２第１項
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整備マニュアル等の提供方法

○ 「整備マニュアル」の提供方法は原則以下の通り

・ 国産車： （一社）日本自動車整備振興会連合会が管理するシステム（FAINES）を通じて提供

・ 輸入車： 正規輸入代理店を通じて又は海外自動車メーカーと直接、個別契約等※

※ 輸入車の整備マニュアルの入手方法・連絡先等は、国土交通省及び日本自動車輸入組合(JAIA)のホームページに一覧掲載
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（参考）整備マニュアル等の入手方法の案内

国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000008.html

日本自動車輸入組合（JAIA）ホームページ https://www.jaia-jp.org/ja/member/obd-list/

クリック
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自動車整備工場から寄せられた相談の例

事例１

自動車メーカーは、各地域の部品販売店を通じて純正スキャンツールを提供する体制を
整えていたが、当該部品販売店が本制度を理解しておらず、認証工場からの提供依頼
を断っていた。

事例２

自動車メーカーは、新型の純正スキャンツールへの切替を進めていたが、旧型スキャン
ツールでなければ整備できない車両が市場に多く残っていたため、旧型スキャンツール
が不足し、専業工場が当該旧型スキャンツールを入手しづらい状況となった。

事例３

輸入車を取り扱う自動車整備工場（専業）が、輸入車ディーラー※に「整備マニュアル」の
提供を求めたところ、社内秘であるとして断られた。

※ 道路運送車両法に基づく情報の提供義務の対象は、「正規輸入代理店」であり、「輸入車ディーラー」では
ないため、当該ディーラーの対応は法律違反ではない。

整備マニュアルや純正スキャンツールが適切に提供されない事案やその原因は、様々
であるため、メーカーや型式ごとに詳しく調査する必要がある
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輸入車の整備マニュアルの提供に係る詳細実態調査

○ 輸入車の「整備マニュアル」は、個別契約により提供を受けることが一般的であるが、その実態につ
いて詳細に調査を行う。

令和７年度困りごと調査（案）

全国の自動車整備事業者が抱える困りごとの調査を実施

回答期間 ５か月を予定 （7/1～11/30）

回答方式 Webアンケートを予定

調査対象 全国の自動車整備事業者 ※指定・認証を取得している者に限る

調査内容 ・ 整備マニュアル等を入手できない又は入手が困難であるメーカー、モデル

・ 入手が困難である理由

・ 提供を断られた具体的な相手先 など

（参考）
令和６年度困りごと調査

回答期間 約３か月 （9/20～12/16）

回答方式 Webアンケート

調査対象 全国の自動車整備事業者 ※指定・認証を取得している者に限る

回答数 144件 ※収集した困りごとの数

第３０回 自動車整備技術の高度化検討会(R7.6.19) 



参照条文

7

○道路運送車両法（昭和26年法律第185号）（抄）

（自動車の点検及び整備に関する情報の提供）
第五十七条の二 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業

とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とする
もの（以下「自動車製作者等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、その製作する自動車
で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、第七十八条第四項に規定する自動車特
定整備事業者又は当該自動車の使用者が点検及び整備（第四十七条の二及び第四十八条の規定によるもの
を除く。次項において同じ。）をするに当たつて必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報であ
つて国土交通省令で定めるものをこれらの者に提供しなければならない。

２ （略）

○自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号）（抄）

（自動車の点検及び整備に関する情報）
第七条 法第五十七条の二第一項の規定による自動車の型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めると

ころにより行うものとする。
一 （略）
二 自動車特定整備事業者又は使用者が容易に入手できる方法により行うこと。ただし、少数生産車であ

ること等により当該提供を受ける者が限定される場合又は次項（第二号に係る部分に限る。）の規定に
より情報を提供する場合にあつては、この限りでない。

三・四 （略）
２ 前項の規定による提供は、次のとおりとすることができる。
一 有償（合理的かつ妥当な金額であつて、不当に差別的でないものに限る。）とすること。
二・三 （略）

３ 法第五十七条の二第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次に掲げるものとする。ただし、自
動車の点検及び整備の目的以外の目的で使用されることにより、当該自動車について保安上及び公害防止
上支障があるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。
一・二 （略）
三 法第四十九条第二項に規定する特定整備に必要な自動車の構造及び装置に関する情報、点検及び整備

の実施の方法に関する情報並びに作業機械の情報
四 （略）
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